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白川町内の不動産の登記申請管轄は
「　岐阜地方法務局美濃加茂支局　」になります。
　　ＴＥＬ　０５７４－２５－２４００（音声案内２番）
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●法務局で、「安心・確実」に保管します。

●紛失、改ざん、亡くなった後、相続人に遺言書が発見され
ないなどの心配はありません。

●保管手数料は、「３，９００円」です。

●家庭裁判所での検認手続が不要です。

●死亡後に、遺言書が保管されていることを、申請時に指定
された方へ法務局から通知します。

自筆証書遺言書保管制度を御利用ください！

【お問い合わせ先】
岐阜地方法務局美濃加茂支局総務課 （０５７４）２５－２４００

音声案内３番
☆お気軽にお電話又は美濃加茂支局総務課にお越しください。
職員が丁寧に対応させていただきます！
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